
子どもは、生まれながらにして一
ひ と り

人ひとりがかけがえのない存
そん

在
ざい

です。
子どもは、生まれたときから学び育

そだ

つ力を持
も

ち、未
み

来
らい

への可
か

能
のう

性
せい

が開
ひら

かれています。
子どもたちが健

すこ

やかに育
そだ

つことができるように、
お父さんやお母さんの子

こ

育
そだ

てを、みんなで支
ささ

えあいながら、
未来をつくる子どもの幸

しあわ

せなまちになるように、
「幕別町子どもの権

けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

例
れい

」をつくりました。
子どもの権利の意

い

味
み

を考えてみませんか？
自分が好きですか？　あなたの夢

ゆめ

は、なんですか？

自分が
好きですか
自分が
好きですか
自分が
好きですか
Do you like yourself

小学５年生･６年生のみなさんへ

ドゥ ユー ライク ユア セルフ

幕別町子どもの権利に関する条例



自
じ

分
ぶん

らしく生
い

きる権
けん

利
り

1．かけがえのない自分を大切にすること。
2．個

こ

性
せい

や他
ほか

の者
もの

との違
ちが

いが認
みと

められ、人
じん

格
かく

が尊
そんちょう

重さ
れること。

3．自分の考えを持
も

ち、表
ひょうげん

現することができること。
4．プライバシー及

およ

び名
めい

誉
よ

が守
まも

られること。

安
あん

心
しん

して生
い

きる権
けん

利
り

1．命
いのち

が守
まも

られ、安
あん

全
ぜん

な環
かんきょう

境のもとで暮
く

らせること。
2．かけがえのない存

そん

在
ざい

として、愛
あいじょう

情及
およ

び理
り

解
かい

をもって育
はぐく

まれる
こと。

3．健
けん

康
こう

に配
はい

慮
りょ

されるとともに、適
てき

切
せつ

な医
いりょう

療が受
う

けられること。
4．あらゆる虐

ぎゃくたい

待、暴
ぼうりょく

力及
およ

び犯
はん

罪
ざい

から守
まも

られること。
5．あらゆる差

さべ

別
つ

及
およ

び不
ふ

当
とう

な扱
あつか

いを受
う

けないこと。

主
しゅ

体
たい

的
てき

に参
さん

加
か

する権
けん

利
り

1．自分の意
い

見
けん

を表
ひょうめい

明する機
き

会
かい

が与
あた

えられること。
2．表

ひょうめい

明した意
い

見
けん

が、年
ねん

齢
れい

及
およ

び発
はっ

達
たつ

に応
おう

じて、その真
しん

意
い

を
くまれ、適

てき

切
せつ

な配
はい

慮
りょ

がなされること。
3．参

さん

加
か

に必
ひつ

要
よう

な情
じょうほう

報の提
ていきょう

供その他
た

必要な支
し

援
えん

が受
う

けられ
ること。

4．仲
なか

間
ま

をつくり、仲間と集
つど

い、社会に参
さん

加
か

すること。

豊
ゆた

かに育
そだ

つ権
けん

利
り

1．学び、遊
あそ

び及
およ

び休
きゅうそく

息することにより、のびのびと育
そだ

つ
こと。

2．様
さま

々
ざま

な自
し

然
ぜん

、文
ぶん

化
か

、芸
げいじゅつ

術、スポーツ等
など

に触
ふ

れ親
した

しむこと。
3．成

せいちょう

長に必
ひつ

要
よう

な情
じょうほう

報の提
ていきょう

供が受
う

けられること。
4．年

ねん

齢
れい

及
およ

び発
はっ

達
たつ

に応
おう

じて、適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

、助
じょ

言
げん

等
など

が受けら
れること。

権
けん

利
り

とは、ある物
もの

事
ごと

を自分の意
い

思
し

によって自
じ

由
ゆう

に行
おこな

ったり、
他
た

人
にん

に要
ようきゅう

求したりすることのできる資
し

格
かく

や法
ほうりつじょう

律上の能
のうりょく

力のことです。
幕別町は、子どもの権

けん

利
り

を「安
あん

心
しん

して生きる権
けん

利
り

」、「自分らしく生きる権
けん

利
り

」、
「豊

ゆた

かに育
そだ

つ権
けん

利
り

」、「主
しゅたいてき

体的に参
さん

加
か

する権
けん

利
り

」の4つの権利にまとめました。

「権
けん　り

利」ってなあに？

豊かに
育つ権利

安心して

生きる権利 子どもは、その年
ねん

齢
れい

及び発
はっ

達
たつ

に応
おう

じ、
社会の責

せき

任
にん

ある一
いち

員
いん

であることを自
じ

覚
かく

するとともに
自
じ

分
ぶん

の権
けん

利
り

が尊
そんちょう

重されることと同
どう

様
よう

に
他
ほか

の者
もの

の権
けん

利
り

を
尊重しなければなりません。

あなたの権利は
みんなにもある
権利だよ

サイコロを
作ろう

スタート
次のページに
自分の
夢を書いて
上がり

主体的に

参加する権利 子どもは、自分の意
い

見
けん

を言うこ

とができ、その意
い

見
けん

が大
たい

切
せつ

にさ

れ、社会に参
さん

加
か

することができ

ます。また、いろいろな活
かつ

動
どう

に

参
さん

加
か

するために必
ひつ

要
よう

な情
じょうほう

報や支
し

援
えん

を受
う

けることができます。

主体的に参加する権利

自分の意
い

見
けん

や考えが大切にされる。たとえば

ほかにある？

子どもは、学んだり、遊
あそ

んだ

り、いろいろな自
し

然
ぜん

や文
ぶん

化
か

、

芸
げいじゅつ

術やスポーツに親
した

しむこと

で、年
ねん

齢
れい

や発
はっ

達
たつ

に応
おう

じたいろ

いろな体
たい

験
けん

をし、豊
ゆた

かに育
そだ

つ

ことができます。そのために、

成
せいちょう

長に必
ひつ

要
よう

な情
じょうほう

報から知
ち

識
しき

を

学ぶとともに、まわりの大人

からのアドバイスや助
たす

けをう

けることが大切です。

豊かに育つ権利

遊
あそ

びやスポーツなどが楽しめる。たとえば

ほかにある？

将
しょうらい

来を考えたり、
夢
ゆめ

をもつことができる。
ほかにある？

スゴロクだよ。
サイコロの目が
出た所で「ほか
にある？」を考
えみよう。
ヒントは、それ
ぞれの権利の中
にあるよ

自分らしく
生きる権利

子どもは、自分の考えや気
き

持
も

ちを表
あら

わすことにより、個
こ

性
せい

（人それぞれの特
とくちょう

徴）や違
ちが

いが

認
みと

められ、プライバシー（人

には知られたくないこと）や

名
めい

誉
よ

（まわりから、すぐれて

いると認
みと

められていること）

が守
まも

られることにより、かけ

がえのない自分を大切にする

ことができます。

子どもは、大人から愛
あいじょう

情をもって育
そだ

てられ、虐
ぎゃくたい

待

（ひどいあつかい）や暴
ぼうりょく

力、犯
はん

罪
ざい

から守
まも

られ、安
あん

全
ぜん

な

環
かんきょう

境のなかで暮
く

らすことができます。どんな理
り

由
ゆう

で

あっても、いじめや差
さ

別
べつ

などで、心や体を傷
きず

つけら

れたりすることは、あってはならないことです。

安心して生きる権利

きちんと食
しょくじ

事ができる。たとえば

ほかにある？

たとえば

自分らし  く

生きる権  利

このマスに
止まった人は、
「安心して生き
る権利」を話し
合って4マス
進む。

1マス
戻る。

このマスから
1マス以内の人で、

「安心して生きる権利」と
「自分らしく生きる権利」の
どちらも話し合っていない人は、

どちらか話し合って
「あなたの権利はみんな
にもある権利だよ」の
マスまで進む。

このマスから
1マス以内の人は、
「豊に育つ権利」の
マスに進む。

2マス
進む。

このマスに止まった
人で、話し合った権
利がふたつ以内の人
は、残りの権利のう
ち、どれかひとつを
話し合ってゴール!



あなたの

夢は
あなたの

夢は
あなたの

夢は

書いた日　　　　年　　　　月　　　　日

夢

●認
みと

められたこと

●体
たい

験
けん

したこと

●続
つづ

けていること

●好きなこと

●がんばっていること

●尊
そん

敬
けい

する人

夢の
もと

ゆ め

あなたの

夢は
あなたの

夢は
あなたの

夢は

い や な こ と が あ っ た り 、
困 っ た と き は
相 談 し て く だ さ い

前
ぜん

　文
ぶん

　子どもは、生まれながらにして一
ひとり

人ひとりがかけがえのない存
そん

在
ざい

です。
　子どもは、生まれたときから学び育

そだ

つ力
ちから

を持
も

ち、未
み

来
らい

への可
か

能
のう

性
せい

が開
ひら

かれています。
　子どもは、周

まわ

りの人に大切にされ、愛
あい

され、信
しん

頼
らい

されることに
よって、自分に自

じ

信
しん

を持ち、安
あん

心
しん

して健
すこ

やかに育つことができま
す。
　子どもは、子どもの持つ権

けん

利
り

が保
ほしょう

障される中で、その権利を正
しく学び、自分の意

い

思
し

を自
じ

由
ゆう

に表
ひょうめい

明し、自分にかかわることに参
さん

加
か

することができます。
　子どもは、自分の意思が誠

せい

実
じつ

に受
う

け止
と

められることで、自分が
大切にされていることを実

じっ

感
かん

するとともに、自分と同じように他
ほか

の者
もの

を大切にすることを学び、互
たが

いの権利を尊
そんちょう

重し合
あ

う心を身
み

に
つけることができます。
　子どもは、こうした経

けい

験
けん

を通
とお

して規
き

範
はん

意
い

識
しき

を育
はぐく

み、社会の一
いち

員
いん

として、様
さま

々
ざま

な責
せき

任
にん

を果
は

たすことができる大人へと成
せいちょう

長していき
ます。
　すべての子どもが、その持てる力を発

はっ

揮
き

し、次
じ

代
だい

を担
にな

う存在に
なっていくことがすべての町

ちょうみん

民の願
ねが

いであり、このため、すべて
の大人は、子どもの成長する力を認

みと

め、子どもと向
む

き合
あ

いながら
子どもの意思を誠

せい

実
じつ

に受
う

け止
と

め、子どもの未
み

来
らい

の視
し

点
てん

に立ってと
もに考え、子どもの育ちを支

ささ

えていく責
せき

任
にん

があります。
　また、大人は互

たが

いに連
れん

携
けい

し、それぞれの役
やく

割
わり

を認
にん

識
しき

し、子ども
が健やかに育つための環

かんきょう

境を整
ととの

えるとともに、大人は子どもの模
も

範
はん

であることを自
じ

覚
かく

し、行
こう

動
どう

し、子どもから信
しん

頼
らい

される存在にな
らなければなりません。
　こうした考えのもと、私

わたし

たちは、児
じ

童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょうやく

約の理
り

念
ねん

に基
もと

づき、子どもにとって大
たい

切
せつ

な権利を保
ほしょう

障し、子どもの最
さい

善
ぜん

の利
り

益
えき

を考
こう

慮
りょ

しながら子どもの健やかな育ちを支
し

援
えん

し、未来をつ
くる子どものしあわせなまちの実

じつ

現
げん

を図
はか

るため、この条
じょうれい

例を制
せい

定
てい

します。

※「前
ぜん

文
ぶん

」は、条
じょうれい

例をつくった目的や理
り

由
ゆう

、考え方
かた

を表
あら

わしたもの
です。最

さい

後
ご

の行
ぎょう

の「未
み

来
らい

をつくる子どものしあわせなまち」は、
町
ちょうみんけんしょう

民憲章から引
いん

用
よう

しました。

子どもサポーター

相 談 場 所 子ども交流施設まっく・ざ・まっく
幕別町字千住179番地４  スマイルパーク内

相談日および
相 談 時 間

月～金曜 午前10時～午後4時
※週4日の勤務です。不在の場合は、電話相談に応じます。

電 話 番 号 勤務日（0155）56-7821 左記以外（0155）56-8141

ス ク ー ル
カ ウ ン セ ラ ー

相 談 場 所 子ども交流施設まっく・ざ・まっく
相談日および
相 談 時 間

月・火・水・金曜 午後1時～午後4時
※週4日の勤務です。不在の場合は、電話相談に応じます。

電 話 番 号（0155）56-7821

子ども人権110番子ども人権110番

相 談 場 所 法務局
相談日および
相 談 時 間 月～金曜 午前８時30分～午後５時15分

電 話 番 号（0120）007-110

幕別町子どもの権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょうれい

例
2010（平成22）年7月1日施行




